
令和 5 年 3 月吉日

申請者各位

株式会社 住宅性能評価センター

日頃より各種申請にて（株）住宅性能評価センターをご利用いただき誠に有難う御座います。

審査及び検査に関するお知らせをさせて頂きます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ お知らせ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

令和 5 年 4 月 1 日 の 適合証明書【フラット 35】申請の変更事項について

適合証明書【フラット３５】の申請に関する変更事項の一部をお知らせいたします。

【注意】このお知らせは、新築一戸建て住宅に関する事項の基本的な取扱いのみを抜粋しております。物件の条件に

よって取扱いが異なる場合があります。ご不明点がある場合は担当者までご連絡をお願いいたします。

■ 主な変更点

１．【フラット 35】基準金利を利用する場合の断熱構造等の基準が変更になります。

２．書式の変更概要

① 申請書第一面 申請者・代理者の「フリガナ」欄がなくなりました。

② 申請書第二面 フラット 35Ｓの有無のチェック方法が変更になりました。

⇒ フラット 35Ｓを利用しない場合のみ 「無」に ☑してください。

【補足】金利Ｂプラン（省エネ）欄の表示が変更されていますが、基準に変更は有りません。

⇒ 従来の基準の一部が【フラット 35】の基準になったため、【フラット 35Ｓ】の表示から削除されています。

■ 変更内容の説明

１．書式の変更種別

① 設計検査申請書（第一面～第二面）【一戸建て等用】

② 設計内容説明書（省エネルギー性【断熱・一次エネ・消費性能基準】）

③ 中間現場検査申請書（第一面～第二面）【一戸建て等用】

④ 竣工現場検査申請書・適合証明申請書【一戸建て等用】

⑤ 工事内容確認チェックシート（中間・竣工）

⑥ 各検査の通知書 及び 適合証明書《弊社発行書類》

断熱等性能

等級 2 相当以上

「断熱等性能等級 4 以上」かつ「一次エネルギー消費量等級 4 以上」

又は、

建築物エネルギー消費性能基準【略称・省エネ基準】＋ 結露防止措置

これまで 2023 年 4 月以降の設計検査申請分から

申請書第二面 ※ 黄色の着色部分が変更点です。（複数の箇所でﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽが無くなりました。）



３．書式の変更の切り替えについて

① 設計検査申請書は受理日（申請日）が令和 5 年４月 1 日以後の物件から新しいバージョンの申請書

をご利用ください。（弊社では本受付日から適用）

② 中間 及び 竣工現場検査申請書は、当該申請物件の「設計検査申請時のバージョン」の検査申請書

をご利用ください。

※ 弊社が発行する通知書 及び 適合証明書も各バージョンに合わせて発行いたします。

４．添付書類の変更点

①【フラット 35】基準金利を利用する場合も「設計内容説明書（省エネルギー性）」の添付が

必要になります。 （上記「主な変更点」の記載より）

② 検査申請時に省エネルギー等に関する書類の提出が必要になる場合があります。

⇒ 「5．現場検査の変更点」をご確認ださい。

５．現場検査の変更点

【フラット 35】を取得する場合は、必ず「断熱等等級４以上」かつ「一次エネルギー等級４以上」が

必要になるため、現場検査では省エネルギー設備等の各仕様を確認する必要があります。

これにより次の注意点があります。

⇒ 【事例】フラット 35Ｓ（省エネルギー性・金利Ａプラン）を「認定低炭素住宅等であることを

証する書類」を利用して取得する場合、従来は現場検査で省エネルギーに関する検査は実施してい

ませんでしたが、今後は検査が必要になります。よって、検査申請時に省エネルギー等に関する資

料の提出が必要になります。（設計検査申請時に省エネルギー等に関する審査を省略した場合は、

検査時に必要な書類の提出が必要になります。）

6．変更に関する資料等

今回の変更に伴い、住宅金融支援機構が作成・推奨する資料の一部を以下に掲載します。

① 改正のご案内

https://www.flat35.com/business/standard/energy_syoenekijun.html

② 省エネ基準の説明動画等

https://www.flat35.com/business/standard/energy.html

以 上






